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公共サービス改革法をめぐる論点 

関西学院大学大学院 稲沢克祐 

 

１ 公共サービス改革法と市場化テストの定義 

１）2006 年 7 月 7 月施行 「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」にお

ける官民競争入札、民間競争入札 

→ 規制緩和・撤廃を進めて、これまで、民間参入が困難だった分野に民間参入を可能に

すること 

２）市場化テストの定義の拡大 

① 最狭義：公共サービス改革法による官民競争入札、民間競争入札 

② 狭 義：①に加え、公共サービス改革法によらない官民競争入札、民間競争入札、 

入札によらない官民競争 

③ 広 義：②に加え、民間提案型アウトソーシング(大阪府、我孫子市、杉並区) 

④ 最広義：③に加え、協働化テスト(佐賀県、足立区) 

図表－１ 法令の特例の有無からみた自治体の市場化テスト 

 自治体が実施する 

「官民競争入札」 

自治体が実施する 

「民間競争入札」 

法令の特例あり 

(「特定公共サービス」) 

公共サービス改革法で規定 公共サービス改革法で規定 

法令の特例なし 

(一般公共サービス) 

現行の地方自治法等におい

て対応可能 

現行の地方自治法等におい

て対応可能 

 

３）公共サービス改革法の意義と機能 

（１） 意義：公共サービスの改革(廃止、官民競争等)、実施者の決定、モニタリング、評

価などの過程を公正・公平・中立に行うガバナンスを作り上げること。 

（２）① 廃止、官民競争入札、民間競争入札 → 事業仕分け 

   ② 質と経費の視点 → アウトソーシングの改革 

   ③ 官民競争の手法 → 行政改革 

（３） 機能：民間事業者参入に対する改革 

   ① 秘密保持義務規定：公共サービス実施民間事業者に対する秘密保持義務規定 

   ② みなし公務員規定：    〃        にみなし公務員規定適用 

     → 贈収賄などの不正防止、公務執行妨害罪の適用 

   ③ 監督規定：報告、必要に応じて立入検査や質問を行う 

   ④ 法令の特例措置：国に対する通則：国庫債務負担行為、国家公務員退職手当法 

             国・自治体に対する特定公共サービスの個別の特例措置 
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２ 市場化テストと他の市場化手法 

１) 日本の自治体は民間開放先進国 

1960 年代から、自治体の現業部門で民間開放が始められ、1980 年代には、多く

の分野が民間委託を行っている現状。 

2003 年には、公の施設について指定管理者制度を導入。 

→国には、指定管理者制度に匹敵する制度なし。 

２）自治体サービスの市場化手法と市場化テスト 

① サービス対象：業務委託（通常の民間委託）、包括的民間委託、一括型民間委託 

② 施設管理運営対象：指定管理者制度、PFI(Private Finance Initiative) 

③ 官民競争：PFI、指定管理者制度、市場化テスト(狭義) 

図表－２ 自治体サービスの市場化手法と市場化テスト 

委託、発注方法、契約のあり方 市場化手法 市場化対象 

の決定 委託等の 

あり方 

発注方法 

契約のあり方 

規制改革 

の有無 

 

官民競争

の有無 

 

業務委託 自治体 一部業務 仕様発注 

単年度契約 

なし なし 

包括的民間委託 自治体 業務包括的 性能発注 

複数年度契約 

なし なし 

一括型民間委託 自治体 多種業務一括 仕様発注、 

単/複数年度契約

なし なし 

指定管理者制度 自治体 施設管理運営

業務包括的 

性能発注、 

複数年度協定 

制度その

もの 

財団等と

の競争 

ＰＦＩ 自治体、民

間提案 

施設等包括的 性能発注、 

複数年度契約 

行政財産

貸付等 

ＰＳＣな

ど内包 

市場化テスト 自治体、民

間提案 

業務包括的 性能発注、 

複数年度契約 

あり あり 

 

３）市場化テストと他の手法との関係 

① 指定管理者制度と市場化テスト 

  → 実務的には、公の施設に指定管理者制度、公用施設等に市場化テスト 

  → 指定管理者制度と市場化テストとの併用：市場化テストで直営か指定管理者制度

かの選択を行う。 

② ＰＦＩと市場化テスト：ＰＦＩ法の規律と市場化テストの規律 

③ 市場化テストの結果として、包括的民間委託の想定 

④ 市場化テストの結果として、一括型民間委託の想定 
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３ 官民パートナーシップ(PPP)の理解－英国／EU の場合 

英国／EU における PPP(Private Public Partnership)の理解 

PPP：「官民の双方の優位性を認識し、各々が得意とする業務に特化することで、公共

サービスやインフラが最も経済効率性の高い形で提供される。PPP のストラク

チャリングにあたっては、リスクを最適にコントロールできる主体が管理し、民

間セクターのスキルや能力の活用によって『国民価値(バリュー)』が高められる

よう、官民の関係を最適に構築することが必要。」 

 ○ 官民協働・連携＝PSP(Public Sector Participation) 

 ○ 市場化テスト＝官民協働などの市場メカニズムが働いていれば、最終的なサービ

ス提供主体が必ずしも民間でなくても Privatisation(広義の民営化)＞PPP 

×：単に民間の安い人件費を活用するだけの旧来型の「業務委託」 

×：民間のパフォーマンスを問うことなく固定の支払いを行う「委託」 

×：リスク分担があいまいなままに事業を進める「三セク」 

 

４ 市場化テストと行政改革 

１）定員管理と市場化テスト 

議論の前提：① 市場化テストは、単なる民間委託手法ではないこと 

       ② 市場化テストは、官の刷新を進める目的が第一 

 → 民間側が落札：委託対象部分にかかるモニタリング等のための職員を除き、  

職員数の減少となるよう、退職者不補充。 

   → 自治体側が落札：これまでよりも少ない人員でできることから、その差を退

職者不補充 

（２）官民競争入札と行政改革 

「組織に内在する非効率との対峙」 

（３）官民競争と官民協働 

   ○ 競争と協働とは、本来、相容れない考え方であり、競争をする場合には競争

のスキームを、協働を考える場合には協働のスキームを作り上げること。 

○ 官民競争の後、民間側が勝利した後は、民間事業者と官庁との協働を進めて

いくことになる。 
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